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一
　
は
じ
め
に

二
　
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
の
「
約
束
」、
一
九
四
五
年

三
　
英
米
調
査
委
員
会
の
報
告
書
、
一
九
四
六
年

四
　
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
、
一
九
四
七
年

五
　
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
と
第
一
次
中
東
戦
争
、
一
九
四
八
年

六
　
お
わ
り
に

 

近

藤

重

人

サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
と
ア
メ
リ
カ

―
一
九
四
五
年
―
一
九
四
八
年

―

一
　
は
じ
め
に

　
一
九
四
五
年
五
月
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
が
終
結
し
た
。
国
際
社
会
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が

引
き
起
こ
し
た
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
残
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
（D

isplaced Persons

）
を
イ
ギ
リ
ス
委
任
統
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治
領
パ
レ
ス
チ
ナ
に
移
住
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
シ
オ
ニ
ス（
1
）トの
主
張
に
同
情
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
（H

. Trum
an

）

米
大
統
領
は
イ
ギ
リ
ス
に
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
移
住
を
許
可
す
る
よ
う
繰
り
返
し
求
め
、
イ
ギ
リ
ス
は
次
第
に
ユ
ダ
ヤ
人

の
流
入
圧
力
に
抗
し
き
れ
な
く
な
り
、
一
九
四
七
年
二
月
に
パ
レ
ス
チ
ナ
の
委
任
統
治
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
一
九
四
七
年

一
一
月
に
は
国
連
総
会
で
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
案
が
可
決
さ
れ
、
一
九
四
八
年
に
ユ
ダ
ヤ
人
指
導
者
が
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
を
宣
言
し
、

ア
メ
リ
カ
は
こ
の
過
程
を
支
援
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
八
年
ま
で
の
間
、

一
貫
し
て
シ
オ
ニ
ス
ト
の
立
場
を
支
持
し
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し（
2
）た。

　
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
親
シ
オ
ニ
ス（
3
）ト政

策
と
も
言
え
る
政
策
に
反
対
し
た
が
、
そ
の
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
と
サ

ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
関
係
が
決
定
的
に
悪
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ（
4
）た。
な
ぜ
な
ら
、
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
当
時

ハ
ー
シ
ム
家
（Āl al-H

ās

（
5
）

him
ī

）
の
国
王
が
治
め
る
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
や
イ
ラ
ク
と
鋭
く
対
立
し
て
お
り
、
両
国
の
力
を
封
じ
込
め
る

こ
と
が
当
時
の
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
外
交
上
の
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ（
6
）る。

そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
と
関
係
が

深
い
両
国
と
対
抗
す
る
上
で
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
の
結
果
ア
メ
リ
カ
の
親

シ
オ
ニ
ス
ト
政
策
に
も
目
を
つ
ぶ
っ
た
の
だ
っ（
7
）た。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
石
油
会
社
が
も
た
ら
す
富
は
当
時
の
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
ほ

ぼ
唯
一
の
収
入
源
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
も
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
崩
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ（
8
）た。
こ
れ
が
一
九
四
〇
年
代
後
半
の

サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
に
関
す
る
先
行
研
究
の
見
方
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
方
で
は
当
時
の
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
と
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
と
の
間
の
対
立
関
係
や
ア
メ
リ
カ
へ
の
経
済
依

存
が
意
識
さ
れ
る
あ
ま
り
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
対
す
る
認
識
お
よ
び
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
の
形
成
過
程
が
十
分
に
論
じ

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
当
時
の
両
国
の
圧
倒
的
な
力
関
係
か
ら
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政

策
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
を
説
得
す
る
過
程
で
示
さ
れ
た
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
政
治

指
導
者
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
関
す
る
見
解
は
、
そ
の
後
の
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
パ
レ
ス
チ
ナ
認
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
今
日
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の
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
を
考
察
す
る
上
で
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
八
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
ま
で
の
時
期
に
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア

ジ
ー
ズ
（ʿAbd al- ʿAzīz Āl Su ʿūd

）
国
王
と
そ
の
側
近
が
、
ア
メ
リ
カ
の
親
シ
オ
ニ
ス
ト
政
策
を
変
更
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
外
交
を

展
開
し
た
の
か
と
い
う
点
を
、
米
英
の
外
交
文
書
と
近
年
使
用
が
容
易
に
な
っ
た
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
外
交
文（
9
）書に
収
め
ら
れ
た
彼
ら

の
書
簡
や
発
言
録
に
即
し
て
考
察
し
た
い
。
今
回
用
い
る
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
外
交
文
書
の
多
く
は
、
米
英
の
公
文
書
館
所
蔵
の
史
料

や
外
交
文
書
集
、
国
連
の
議
事
録
な
ど
に
も
英
訳
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
欧
米
や
国
際
機
関
の
資
料
で
見
つ
か
ら
な
い
も
の
も

存
在
す
る
。
ま
た
、
最
近
の
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
人
研
究
者
に
よ
る
同
国
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
に
関
す
る
研
究
も
参
考
に
す
）
10
（

る
。

　
以
下
で
は
、
一
九
四
〇
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
に
対
す
る
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
対
応
を
四
つ
の
時
期
に
分
け
て

考
察
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
第
二
節
で
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
か
ら
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
ア
メ
リ
カ
の
政
権
が
移
っ
た
時
期
（
一

九
四
五
年
）、
第
三
節
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
勧
告
し
た
英
米
調
査
委
員
会
の
報
告
書
と
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
が
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
建
設
に

明
確
な
支
持
を
表
明
し
た
時
期
（
一
九
四
六
年
）、
第
四
節
は
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
の
設
立
が
支
持
さ
れ

た
時
期
（
一
九
四
七
年
）、
第
五
節
は
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
と
第
一
次
中
東
戦
争
の
時
期
（
一
九
四
八
年
）
で
あ
る
。

二
　
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
の
「
約
束
」、
一
九
四
五
年

　
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
に
パ
レ
ス
チ
ナ
問
）
11
（

題
に
関
し
て
最
初
の
書
簡
を
送
付
し
た
の
は
一
九
三
八
年

一
一
月
二
九
日
で
あ
っ
）
12
（
た
。
ア
ラ
ブ
高
等
委
員
）
13
（
会
の
フ
サ
イ
ニ
ー
（A. al- Ḥ

usaynī

）
議
長
は
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
に
、
パ
レ
ス

チ
ナ
へ
の
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
の
急
増
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
「
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
伸
長
」
か
ら
パ
レ
ス
チ
ナ
を
守
る
よ
う
嘆
願
し
）
14
（

た
。

こ
れ
を
受
け
、
国
王
は
一
九
三
八
年
一
一
月
二
九
日
付
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
宛
て
の
書
簡
で
、「
パ
レ
ス
チ
ナ
の
小
さ
な
土
地
は
、
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既
に
世
界
の
ど
の
国
よ
り
も
、
大
勢
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
難
民
を
引
き
受
け
て
い
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
よ
う
な
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
に
は
、

た
と
え
そ
の
先
住
民
が
一
人
も
居
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
世
界
中
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
受
け
入
れ
る
余
地
は
な
い
」
と
訴
え
）
15
（

た
。
一
九
四

五
年
二
月
一
日
に
は
、
駐
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
米
公
）
16
（
使
の
エ
デ
ィ
ー
（W

. Eddy

）
に
対
し
、「
ク
ル
ア
ー
ン
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
の
敵
と

し
て
憎
ま
れ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
ア
メ
リ
カ
が
万
一
支
持
す
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ
は
私
た
ち
と
の
友
好
関
係
を
断
ち
切
っ
た
と
受
け
止
め

る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
支
持
を
控
え
る
よ
う
促
し
）
17
（

た
。

　
一
九
四
五
年
二
月
一
四
日
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
ヤ
ル
タ
会
談
の
帰
路
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
を
ス
エ

ズ
運
河
に
停
泊
中
の
ア
メ
リ
カ
軍
艦
ク
イ
ン
シ
ー
号
に
招
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
戦
略
的
な
観
点
か
ら
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
中
継
地
に
位
置
す
る
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
「
飛
行
場
」（
事
実
上
の
軍
事
基
地
）
の
建
設
を
試
み
て

い
）
18
（

た
。
ま
た
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
中
東
の
石
油
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
石
油
需
要
を
満
た
す
こ
と
を
望
ん
で

お
り
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
油
田
地
帯
と
地
中
海
を
結
ぶ
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（Trans-Arabian Pipeline

：
タ
ッ
プ
ラ
イ
ン
）
の
建
設
に
つ
い

て
国
王
に
打
診
し
、
両
者
は
合
意
に
至
っ
）
19
（

た
。
他
方
で
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
強
化
に
よ
っ
て
自
国
の

独
立
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
王
は
彼
の
「
土
地
と
国
民
が
独
立
を
保
ち
続
け
る
こ
と
」

が
第
一
の
願
い
で
あ
る
と
告
白
し
、「（
中
東
地
域
を
）
植
民
地
支
配
し
た
経
験
の
な
い
ア
メ
リ
カ
」
を
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
よ
う
と
し
て
い
）
20
（
た
。

　
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
を
ア
ラ
ブ
の
有
力
な
政
治
指
導
者
と
捉
）
21
（

え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
難
民

問
題
の
解
決
に
つ
い
て
国
王
の
協
力
を
得
ら
れ
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。
当
時
、
連
合
軍
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ド
イ
ツ
軍
支
配
地
域
を
解
放

す
る
に
つ
れ
て
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
実
態
が
よ
り
明
ら
か
に
な
り
、
迫
害
を
免
れ
た
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
解
放
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て

難
民
キ
ャ
ン
プ
の
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
大
統
領
は
国
王
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
を
パ
レ
ス
チ
ナ
で
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
と
打
診
し
た
が
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
は
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
』
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
が
引
き
起
こ
し
た
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
余
波
を
ア
ラ
ブ
人
が
受
け
る
の
は
不
当
だ
」
と
述
べ
、
明
確
に
こ
れ
を
拒
否
し
）
22
（
た
。
こ
の
時
大
統
領
は
国
王
と
面

会
し
て
初
め
て
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
問
題
に
関
す
る
国
王
の
揺
る
ぎ
な
い
姿
勢
を
悟
っ
）
23
（

た
。
そ
し
て
大
統
領
は
、「
私
個
人
と
し
て
は
、
ア
ラ

ブ
人
に
敵
対
的
な
政
策
は
取
ら
な
い
」
こ
と
、
さ
ら
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ラ
ブ
人
の
双
方
に
対
す
る
事
前
の
協
議
な
し
に
、
ア
メ
リ
カ
政

府
は
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
基
本
的
な
政
策
を
変
更
し
な
い
」
こ
と
を
国
王
に
約
束
し
）
24
（
た
。

　
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
の
会
談
後
の
一
九
四
五
年
三
月
一
〇
日
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
関
す
る
彼

の
考
え
を
補
足
す
る
た
め
、
次
の
長
文
の
書
簡
を
大
統
領
に
送
っ
た
。

私
た
ち
は
、
神
に
次
い
で
国
際
秩
序
の
構
築
を
手
中
に
収
め
て
い
る
あ
な
た
方
に
、
歴
史
の
幕
開
け
以
来
疑
い
も
な
く
存
在
す
る
真
正
な
権
利
に
つ
い

て
指
摘
す
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。﹇
…
﹈
そ
の
権
利
と
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
人
の
権
利
で
す
。﹇
…
﹈
連
合

国
が
大
西
洋
憲
章
な
ど
で
宣
言
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
々
に
は
自
ら
の
故
郷
で
生
き
る
自
然
権
を
有
し
ま
す
。﹇
…
﹈
パ
レ
ス
チ
ナ
の
最
初
の
住

人
は
ア
ラ
ブ
人
で
あ
り
、
ア
ラ
ブ
人
は
紀
元
前
三
五
〇
〇
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ア
ラ
ブ
人
が
パ
レ
ス
チ
ナ
を
単
独
あ
る

い
は
ト
ル
コ
人
と
共
同
で
統
治
し
た
期
間
は
、
合
わ
せ
て
約
一
三
〇
〇
年
に
及
ぶ
の
に
対
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
こ
を
統
治
し
た
期
間
は
三
八
〇
年
に
及

び
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
紀
元
前
三
三
二
年
か
ら
約
二
二
〇
〇
年
も
の
間
パ
レ
ス
チ
ナ
に
ほ
と
ん
ど
住
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。﹇
…
﹈
ユ

ダ
ヤ
人
に
パ
レ
ス
チ
ナ
を
所
有
す
る
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹇
…
﹈
私
た
ち
は
、
連
合
国
が
ア
ラ
ブ
人
の
権
利
を
完
全
に
理
解
し
て
頂
く
よ
う
要
請
し

ま
）
25
（
す
。

　
こ
の
国
王
の
書
簡
に
応
え
、
一
九
四
五
年
四
月
五
日
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
次
の
書
簡
を
返
し
た
。

私
は
、
陛
下
が
こ
の
問
題
に
関
す
る
見
解
を
私
に
伝
え
て
頂
き
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。﹇
…
﹈
ア
ラ
ブ
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
双
方
を
交
え
た
協
議
な
く
し

て
、
こ
の
国
（
パ
レ
ス
チ
ナ
）
に
生
じ
て
い
る
基
本
的
状
況
に
関
し
、
い
か
な
る
決
定
も
な
さ
れ
な
い
と
い
う
私
た
ち
の
願
望
（desire

）
を
、
陛
下
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は
思
い
出
し
て
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。﹇
…
﹈
陛
下
は
ま
た
、
私
が
行
政
府
の
長
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
人
に
対
し
て
い
か
な
る
敵
対
的
な
行
為
を
取
ら
な

い
こ
と
を
確
約
し
た
こ
と
も
思
い
出
し
て
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。﹇
…
﹈
こ
の
問
題
に
関
す
る
こ
の
政
府
の
政
策
が
不
変
で
あ
る
こ
と
を
陛
下
に
お
知

ら
せ
す
る
こ
と
は
、
私
の
喜
び
で
あ
り
ま
）
26
（

す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
ア
ラ
ブ
諸
国
へ
の
事
前
の
協
議
な
く
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
に
関
す
る
決
定
を
行
わ
な
い
と

い
う
方
針
を
再
確
認
し
た
が
、
大
統
領
は
こ
の
書
簡
を
送
付
し
た
わ
ず
か
一
週
間
後
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

　
一
九
四
五
年
四
月
一
二
日
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
後
任
と
し
て
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
が
就
任
し
、
こ
の
大
統
領
の
下
で
ア
メ
リ

カ
は
よ
り
親
シ
オ
ニ
ス
ト
的
な
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
を
遂
行
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
と
彼
の
所
属
す
る
民
主
党
は
、

一
九
四
六
年
一
一
月
五
日
の
中
間
選
挙
お
よ
び
一
九
四
八
年
一
一
月
二
日
の
大
統
領
選
挙
を
有
利
に
戦
う
た
め
、
シ
オ
ニ
ス
ト
・
ロ
ビ
ー

の
組
織
力
と
資
金
力
を
必
要
と
し
て
い
）
27
（

た
。
一
九
四
五
年
四
月
二
〇
日
に
は
、
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
緊
急
委
員
会
議
長
の
訪
問
を
受

け
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
問
題
の
解
決
と
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
建
設
へ
の
支
援
を
要
請
さ
れ
）
28
（
た
。
そ
し
て
、
ト
ル
ー
マ
ン

大
統
領
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
が
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
に
確
認
し
た
「
事
前
協
議
の
原
則
」
を
守
る
こ
と
な
く
パ
レ
ス
チ

ナ
政
策
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
九
四
五
年
五
月
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
が
終
結
し
た
が
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
免
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
連
合
国
が
暫
定
統
治
を
行
う
国
々
に
お
い
て
依
然
と
し
て
難
民
と
し
て
取
り
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し

た
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
中
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
委
任
統
治
下
の
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
移
住
を
希
望
し
て
い
る
者
も
多
く
い
た
。
そ
の
た
め
、
ト

ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

. Churchill

）
英
首
相
に
対
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
を
パ
レ
ス
チ
ナ
に
受
け
入
れ
る
よ
う
求
）
29
（

め
、
一
九

四
五
年
八
月
一
六
日
に
は
記
者
会
見
に
お
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
は
、
な
る
べ
く
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
パ
レ
ス
チ
ナ
に

入
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
明
言
し
）
30
（

た
。
イ
ギ
リ
ス
は
「
一
九
三
九
年
白
）
31
（

書
」
を
発
表
し
て
以
来
、
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
制
限
す
る
方
針
を
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維
持
し
て
お
り
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
要
求
は
明
ら
か
に
そ
の
政
策
の
変
更
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
発
言
は
ア

ラ
ブ
諸
国
の
指
導
者
を
戸
惑
わ
せ
た
。
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
大
統
領
の
真
意
を
探
る
べ
く
、
八
月
二
三
日
に
在
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ

ビ
ア
米
公
使
館
に
次
の
書
簡
を
送
付
し
た
。

私
た
ち
は
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
パ
レ
ス
チ
ナ
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
将
来
に
関
す
る
発
言
を
ラ
ジ
オ
で
聞
き
ま
し
た
。
こ
の
声
明
は
ア
ラ
ブ
共
同
体
全
体
の

利
益
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
友
人
で
あ
る
私
た
ち
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
利
益
に
反
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
発
言
が
彼
の

真
意
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。﹇
…
﹈（
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
発
言
は
、）
ア
ラ
ブ
側
を
交
え
た
協
議
な
く
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
関
す
る
重

大
な
決
定
を
行
わ
な
い
と
い
う
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
元
大
統
領
の
四
月
五
日
の
書
簡
に
反
し
て
い
ま
す
。
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
政
府
は
ア
メ
リ
カ
政
府
の

真
意
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
）
32
（

す
。

　
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
態
度
は
変
わ
ら
ず
、
一
九
四
五
年
八
月
三
一
日
に
は
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
に
代
わ
っ
て
就
任
し
た
労
働

党
の
ア
ト
リ
ー
（C. Attlee

）
首
相
に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
一
〇
万
人
の
即
時
入
国
を
要
請
し
た
が
、
ア
ト
リ
ー
首
相
は
こ
の
要
請
を

拒
否
し
）
33
（

た
。

三
　
英
米
調
査
委
員
会
の
報
告
書
、
一
九
四
六
年

　
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ヴ
ィ
ン
（E. Bevin

）
外
相
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
問
題
と
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に

関
す
る
英
米
調
査
委
員
会
」
の
発
足
を
ア
メ
リ
カ
に
提
案
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
よ
る
一
〇
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
難

民
の
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
即
時
入
国
要
求
を
引
き
伸
ば
し
、
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
問
題
に
ア
メ
リ
カ
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も
何
ら
か
の
形
で
関
与
さ
せ
よ
う
と
考
え
）
34
（
た
。
英
米
調
査
委
員
会
は
一
九
四
六
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
前
半
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、

後
半
は
パ
レ
ス
チ
ナ
で
調
査
を
行
っ
）
35
（

た
。
そ
の
最
中
の
三
月
二
二
日
に
、
委
員
会
の
活
動
に
影
響
を
与
え
る
た
め
に
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー

ズ
国
王
は
次
の
覚
書
を
委
員
会
に
送
付
し
た
。

パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
、
ア
ラ
ブ
人
の
自
然
の
権
利
が
明
ら
か
に
侵
害
を
受
け
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
、
そ
し
て
今
日
の
ア
メ
リ
カ
は
（
次
の
）
明
白

な
約
束
に
も
関
わ
ら
ず
、
ア
ラ
ブ
人
の
土
地
に
対
す
る
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
侵
略
を
支
援
し
て
い
ま
す
。（
Ａ
）
一
九
一
八
年
六
月
の
七
人
の
ア
ラ
ブ
人
に

対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
七
カ
条
の
宣
）
36
（

言
を
見
て
下
さ
い
。（
Ｂ
）
一
九
一
八
年
一
一
月
の
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
英
仏
宣
）
37
（

言
を
見
て
下
さ
い
。（
Ｃ
）
一
九
四
五

年
四
月
一
五
日
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
か
ら
私
宛
に
送
ら
れ
た
書
簡
の
最
後
の
段
落
を
見
て
下
さ
）
38
（

い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
、
過
去
の
宣
言
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
ア
ラ
ブ
人
の
政
府
が
形

作
ら
れ
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
五
月
一
日
に
英
米
調
査
委
員
会
が
ま
と
め
た
一
〇
項
目

の
勧
告
か
ら
な
る
報
告
書
は
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
の
意
を
汲
ん
だ
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
報
告
書
の
勧
告
を
要
約
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
項
　
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
英
米
が
協
力
し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
だ
け
で
は
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
再
定
住
に
努
力
す
る
。

第
二
項
　
ナ
チ
ス
と
フ
ァ
シ
ス
ト
に
よ
る
迫
害
を
受
け
た
被
害
者
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
一
〇
万
人
分
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
入
る
た
め
の
許
可
証
を

即
座
に
出
す
こ
と
を
勧
告
す
る
。

第
三
項
　
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
ア
ラ
ブ
人
も
ユ
ダ
ヤ
人
も
互
い
に
相
手
を
支
配
し
な
い
国
家
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
項
　
そ
れ
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
、
国
連
に
よ
る
信
託
統
治
を
行
）
39
（

う
。
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ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
一
貫
し
て
反
対
し
て
き
た
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
に
と
っ
て
、
第
二
項
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
国
王
は
、
一
九
四
六
年
五
月
二
四
日
に
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
書
簡
を
送
り
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
流
入
で
き
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
数
を

制
限
し
た
「
一
九
三
九
年
白
書
」
の
原
則
を
変
え
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
）
40
（
た
。
ま
た
、
同
じ
頃
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王

の
三
男
で
、
一
九
三
二
年
か
ら
外
務
大
臣
を
務
め
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
フ
ァ
イ
サ
ル
（Fay ṣal Āl Su ʿū

）
41
（d

）
王
子
も
、
在
サ
ウ

デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
米
公
使
館
に
「
あ
な
た
の
政
府
が
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
賛
成
す
る
あ
ま
り
に
、
ア
メ
リ
カ
の
中
東
へ
の
投
資
を
犠
牲
に
し
な

い
こ
と
を
私
個
人
と
し
て
は
願
っ
て
い
る
」
と
牽
制
し
）
42
（
た
。

　
一
九
四
六
年
四
月
一
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
軍
は
シ
リ
ア
か
ら
の
撤
退
し
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ラ
ブ
連
）
43
（

盟
に
お
い
て
大
き
な
懸
案
で
あ
っ
た
シ

リ
ア
独
立
問
題
が
解
決
し
た
。
そ
う
し
た
中
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
将
来
を
大
き
く
左
右
し
か
ね
な
い
英
米
調
査
委
員
会
の
報
告
書
が
現
れ
た

た
め
、
ア
ラ
ブ
連
盟
は
こ
の
頃
よ
り
積
極
的
に
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
報
告
書
が
発
表
さ
れ
て
間
も
な
い
一
九

四
六
年
五
月
二
八
・
二
九
日
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ン
シ
ャ
ー
ス
で
ア
ラ
ブ
連
盟
の
会
合
が
開
催
さ
れ
、「
使
用
可
能
な
す
べ
て
の
手
段
を

用
い
て
（
パ
レ
ス
チ
ナ
に
い
る
）
ア
ラ
ブ
人
を
支
援
す
る
こ
と
」
が
決
議
さ
れ
）
44
（

た
。
こ
う
し
た
決
議
の
一
方
で
、
イ
ラ
ク
は
ユ
ダ
ヤ
人
移

民
を
執
拗
に
推
進
す
る
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
経
済
制
裁
を
課
す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
ア
メ
リ
カ
の
石
油
会
社
と
石
油
利
）
45
（
権
契
約
を
結
ん
で

い
る
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
圧
力
を
か
け
）
46
（

た
。

　
当
時
の
ア
ラ
ブ
諸
国
は
、
大
き
く
分
け
て
ハ
ー
シ
ム
家
が
統
治
す
る
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
と
イ
ラ
ク
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
サ
ウ
デ
ィ

ア
ラ
ビ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
等
が
対
立
す
る
と
い
う
構
図
が
あ
っ
た
。
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
の
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
（ʿAbd al-lāh al-

Ḥ
usayn

）
国
王
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
指
揮
官
の
元
で
訓
練
が
行
き
届
い
た
ア
ラ
ブ
世
界
随
一
の
「
ア
ラ
ブ
軍
団
」
を
有
し
、
シ
リ
ア
、
レ
バ

ノ
ン
、
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
相
当
す
る
「
大
シ
リ
ア
」
を
統
合
す
る
構
想
を
持
っ
て
い
た
。
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
、

ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
国
王
の
領
土
的
野
心
が
彼
の
父
祖
の
地
で
あ
る
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
地
方
ま
で
向
か
わ
な
い
か
警
戒
の
目
で
見
て
い
）
47
（

た
。
そ
し

て
、
こ
の
対
立
関
係
が
ア
ラ
ブ
連
盟
に
お
け
る
各
国
の
足
並
み
の
乱
れ
を
助
長
し
た
。
ア
ラ
ブ
連
盟
加
盟
国
は
、
一
九
四
六
年
六
月
に
も
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シ
リ
ア
の
ブ
ル
ー
ダ
ー
ン
で
協
議
し
、
イ
ラ
ク
は
こ
こ
で
も
西
側
諸
国
の
シ
オ
ニ
ス
ト
へ
の
支
援
に
対
し
て
石
油
を
使
っ
て
対
抗
す
べ
き

で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
国
内
の
ア
メ
リ
カ
の
石
油
利
権
の
放
棄
を
も
想
起
さ
せ
る
主
張
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

経
済
的
利
益
を
得
て
い
た
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
反
対
し
）
48
（
た
。

　
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
一
九
四
六
年
一
一
月
五
日
の
中
間
選
挙
が
近
づ
く
中
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
支
持
を
一
層
明
確
に
し
た
。
一

九
四
六
年
一
〇
月
四
日
に
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ム
・
キ
ッ
プ
ー
ル
声
明
を
表
明
し
、
従
来
か
ら
主
張
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
パ
レ
ス
チ
ナ

へ
の
移
民
に
加
え
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
建
設
に
つ
い
て
も
初
め
て
公
の
場
で
支
持
し
）
49
（
た
。
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
こ
の
声
明
に
対
し
、

一
〇
月
一
五
日
に
「
私
が
閣
下
の
声
明
を
読
ん
で
非
常
に
驚
き
ま
し
た
﹇
…
﹈
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
政
府
や
ホ
ワ
イ

ト
ハ
ウ
ス
が
約
束
し
た
こ
と
と
矛
盾
し
て
い
た
か
ら
で
す
」
と
い
う
書
簡
を
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
送
付
し
）
50
（
た
。
そ
れ
に
対
し
、
ト
ル
ー

マ
ン
大
統
領
は
一
〇
月
二
五
日
に
次
の
よ
う
に
返
信
し
た
。

陛
下
が
な
ぜ
、
こ
の
声
明
が
こ
の
（
ア
メ
リ
カ
）
政
府
の
過
去
の
約
束
と
矛
盾
す
る
と
感
じ
る
の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
政
府
が
過
去
に
ア
ラ
ブ

人
に
と
っ
て
敵
対
的
な
い
か
な
る
行
動
を
取
ら
な
い
と
い
う
確
証
を
与
え
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
の
考

え
で
は
、
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
事
前
協
議
な
し
に
パ
レ
ス
チ
ナ
の
基
本
的
状
況
に
関
わ
る
決
定
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り

ま
）
51
（
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
自
ら
の
政
策
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
元
大
統
領
の
時
の
「
事
前
協
議
の
原
則
」
を
遵
守
し
て
い
る

と
述
べ
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
の
心
配
は
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
し
か
し
国
王
は
納
得
せ
ず
、
一
九
四
六
年
一
一
月
一
日
に
ト

ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
再
び
書
簡
を
送
っ
た
。
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私
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
に
与
え
て
い
る
い
か
な
る
人
道
的
支
援
に
も
反
対
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
シ
オ
ニ
ス
ト
は
こ
の
人
道
的

ア
ピ
ー
ル
を
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
侵
略
す
る
目
的
の
た
め
に
利
用
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
目
的
と
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
数
派
を
形
成
し
、

そ
こ
に
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
で
す
。﹇
…
﹈
閣
下
は
、
私
に
（
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ラ
ブ
人
の
）
二
者
へ
の
協
議
な
し
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
基

本
的
な
状
況
を
修
正
す
る
い
か
な
る
行
動
も
ア
メ
リ
カ
は
と
ら
な
い
と
い
う
確
約
に
言
及
し
ま
し
た
。﹇
…
﹈
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
ア
ラ
ブ
人
を
多

数
派
か
ら
少
数
派
に
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
基
本
的
な
状
況
は
変
化
し
ま
す
。﹇
…
﹈
他
に
ど
の
よ
う
な
大
き
な
変
化
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
）
52
（

う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
、
シ
オ
ニ
ス
ト
が
パ
レ
ス
チ
ナ
に
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
建
設
し
よ

う
と
す
る
行
為
を
支
持
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
パ
レ
ス
チ
ナ
の
「
基
本
的
な
状
況
」
に
変
化
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
こ
の
点

に
つ
い
て
ア
ラ
ブ
側
と
「
事
前
協
議
の
原
則
」
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
不
満
に
感
じ
た
。

　
こ
の
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
建
設
支
持
表
明
を
受
け
て
、
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
も
ア
ラ
ム
コ
操
業
部
門
の
デ
ュ
ー
ス
（T. 

D
uce

）
副
社
長
に
、「
も
し
ア
メ
リ
カ
が
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
対
す
る
外
交
政
策
を
変
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国

王
は
国
内
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
経
済
利
権
、
中
で
も
石
油
利
権
に
対
す
る
姿
勢
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
可
能
性
が
あ
る
」
と
迫
っ
）
53
（

た
。
一

九
四
六
年
一
二
月
に
は
、
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
が
ア
メ
リ
カ
で
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
と
会
談
し
た
。
大
統
領
は
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
窮
状
を
訴

え
た
が
、
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
難
し
さ
は
、
シ
オ
ニ
ス
ト
が
パ
レ
ス
チ
ナ
の
一
部
な
い
し
は
全
て
に
お
い
て
ユ
ダ

ヤ
人
国
家
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
と
述
べ
た
。
そ
し
て
王
子
は
、
ア
ラ
ブ
諸
国
は
パ
レ
ス
チ
ナ
全
体
が
今
（
一
つ
の
国
家
と

し
て
）
独
立
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
が
独
立
す
る
ま
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
語
っ
）
54
（
た
。
こ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
時
点
で
は
ま
だ
多
数
派
を
保
っ
て
い
る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
人
が
独
立
後
も
数
の
論
理
に
よ
り
政
治
の
主
導
権
を

確
保
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
七
年
一
月
一
七
日
に
訪
米
し
た
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
の
次
男
で
あ
る
サ
ウ
ー
ド
（Su 

‘ūd Āl Su 

‘ūd

）
王
子
を
筆
頭
に
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し
た
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
外
交
団
は
バ
ー
ン
ズ
（J. Byrnes

）
米
国
務
長
官
ら
と
会
談
し
た
。
サ
ウ
ー
ド
王
子
ら
は
、
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル

ダ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
の
支
援
を
得
て
そ
の
支
配
地
域
を
広
げ
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
地
方
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
可
能
性
を
指

摘
し
た
。
そ
し
て
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
が
そ
う
し
た
ハ
ー
シ
ム
家
の
領
土
拡
張
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
支
援

に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
打
診
し
た
。
そ
れ
に
対
し
国
務
長
官
ら
は
、「
万
が
一
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
領
土
保
全
と
独
立
が
外
部
の

軍
隊
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
た
場
合
、
イ
ブ
ン
・
サ
ウ
ー
ド
（
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
）
国
王
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
完
全
な
支
援
に
頼
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
回
答
し
、
サ
ウ
ー
ド
王
子
ら
を
安
堵
さ
せ
）
55
（
た
。

四
　
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
、
一
九
四
七
年

　
一
九
四
七
年
二
月
一
八
日
、
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ヴ
ィ
ン
外
相
は
国
際
連
盟
か
ら
付
託
さ
れ
て
い
た
パ
レ
ス
チ
ナ
に
対
す
る
委
任
統
治
の
権

限
を
国
際
連
合
に
返
還
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
英
米
調
査
委
員
会
の
設
立
を
通
じ
て
、
負
担
が
増
大
す
る
パ
レ
ス

チ
ナ
の
委
任
統
）
56
（
治
に
、
何
ら
か
の
形
で
ア
メ
リ
カ
を
関
与
さ
せ
、
自
国
に
か
か
る
負
担
を
軽
減
す
る
道
を
探
っ
て
い
た
が
、
そ
の
試
み
は

成
功
し
な
か
っ
）
57
（
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
返
還
宣
言
を
受
け
、
国
連
で
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
将
来
を
話
し
合
う
た
め
に
一
一
カ
国
の
代
表
か
ら

構
成
さ
れ
る
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
特
別
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｐ
）
を
五
月
一
五
日
に
設
置
し
た
。
ア
ラ
ブ
諸
国
は
、
既
に
フ
ァ
イ
サ

ル
王
子
が
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
提
案
し
た
よ
う
に
、
委
任
統
治
後
に
パ
レ
ス
チ
ナ
が
一
つ
の
国
家
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
を
求
め
て

い
）
58
（

た
。

　
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
特
別
委
員
会
は
、
現
地
調
査
な
ど
を
踏
ま
え
て
一
九
四
七
年
八
月
三
一
日
に
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
ま
ず
、
七

カ
国
の
代
表
が
支
持
し
た
多
数
派
の
勧
告
案
と
し
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
に
分
割
し
、
エ
ル
サ
レ
ム
と
そ
の
周

辺
は
国
際
管
理
下
に
置
く
と
い
う
案
（
多
数
派
案
）
が
出
さ
れ
た
。
他
方
で
、
三
カ
国
の
代
表
が
支
持
し
た
少
数
派
案
は
、
ア
ラ
ブ
州
と
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ユ
ダ
ヤ
州
が
連
邦
を
形
成
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
つ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
府
を
求
め
て
い
た
ア
ラ
ブ
連
盟
は
多
数
派
案
と

少
数
派
案
の
両
方
に
反
対
し
た
。
他
方
、
ユ
ダ
ヤ
人
組
織
は
多
数
派
案
を
支
持
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
も
国
務
省
に
対
し
て
多
数
派
案

を
支
持
す
る
よ
う
指
示
し
、
九
月
一
七
日
に
マ
ー
シ
ャ
ル
（G. M

arshall

）
国
務
長
官
が
国
連
で
多
数
派
案
支
持
を
表
明
し
）
59
（
た
。

　
ア
ラ
ブ
諸
国
も
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
特
別
委
員
会
の
多
数
派
案
に
反
発
し
、
各
国
の
代
表
は
一
九
四
七
年
九
月
一
九
日
に
レ
バ
ノ
ン

の
ソ
ー
フ
ァ
ル
に
集
ま
っ
た
。
イ
ラ
ク
は
こ
こ
で
も
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
と
共
同
で
英
米
に
石
油
制
裁
を
課
そ
う
と
提
案
し
た
が
、
サ
ウ

デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
ヤ
ー
ス
ィ
ー
ン
（Y. Yāsīn

）
外
務
顧
問
は
こ
れ
を
拒
否
し
）
60
（
た
。
一
〇
月
九
日
に
レ
バ
ノ
ン
の
ア
ー
レ
イ
で
開
催
さ
れ

た
ア
ラ
ブ
連
盟
の
会
合
で
は
、
ア
ラ
ブ
連
盟
理
事
会
が
「
パ
レ
ス
チ
ナ
の
分
割
を
も
た
ら
す
よ
う
な
い
か
な
る
計
画
も
同
意
で
き
な
い
」

と
い
う
決
議
を
採
択
し
）
61
（
た
。

　
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
も
、
特
に
マ
ー
シ
ャ
ル
国
務
長
官
が
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
特
別
委
員
会
の
多
数
派
案
を
支
持
し
た
こ
と
に
危
機
感

を
覚
え
、
一
九
四
七
年
九
月
二
二
日
に
次
の
国
連
演
説
を
行
っ
た
。

サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
、
こ
の
機
関
（
国
連
）
が
い
く
つ
か
の
国
の
見
方
に
影
響
さ
れ
ず
に
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
を
希
望
し
ま

す
。﹇
…
﹈
私
た
ち
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
米
国
務
長
官
の
言
葉
に
影
響
を
受
け
な
い
良
識
と
勇
気
の
あ
る
人
た
ち
が
い
る
こ
と
、
そ
し
て
正
義
が
勝
つ
こ

と
を
信
じ
て
い
ま
）
62
（
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
連
加
盟
各
国
が
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に
同
調
し
な
い
よ
う
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
は
強
く
求
め
た
。
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ

国
王
も
一
九
四
七
年
一
〇
月
三
〇
日
に
在
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
米
公
使
館
を
通
じ
て
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
書
簡
を
送
り
、「
最
後
の
機

会
を
逸
さ
な
い
よ
う
に
で
き
る
だ
け
早
く
、
こ
の
危
険
な
状
態
を
修
正
す
る
よ
う
」
要
請
し
）
63
（

た
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
警
告
し
、
ア
メ
リ

カ
に
政
策
変
更
を
迫
っ
た
。
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シ
オ
ニ
ス
ト
の
主
張
を
支
持
す
る
ア
メ
リ
カ
の
決
定
は
、
ア
ラ
ブ
諸
国
に
対
す
る
敵
対
的
行
為
と
見
な
さ
れ
、（
ア
ラ
ブ
に
害
を
も
た
ら
さ
な
い
と
し

た
）
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
確
証
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。﹇
…
﹈
疑
い
も
な
く
、
そ
の
決
定
に
よ
っ
て
、
ア
ラ
ブ
諸
国
に
あ
る
ア
メ
リ

カ
の
利
権
は
致
命
的
打
撃
（deathblow

）
を
被
り
、
ア
メ
リ
カ
の
友
好
、
正
義
、
公
平
に
対
す
る
ア
ラ
ブ
人
の
信
頼
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
）
64
（

う
。

　
こ
う
し
て
国
王
と
し
て
は
異
例
の
強
い
言
辞
を
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
政
策
変
更
を
求
め
た
。
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
は
、
一
九
四
七
年
一
一

月
二
六
日
に
も
国
連
総
会
で
演
説
し
、「
国
連
が
国
の
分
割
に
介
入
し
、
そ
の
一
部
を
侵
略
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
不
正
（Ẓulm

）
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
述
べ
、
分
割
案
に
断
固
反
対
の
立
場
を
繰
り
返
し
）
65
（
た
。
一
一
月
二
九
日
に
は
国
連
総
会
に
お
い
て
国
連
パ
レ
ス
チ

ナ
問
題
特
別
委
員
会
の
多
数
派
案
を
基
礎
に
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
案
が
審
議
さ
れ
た
。
ア
ラ
ブ
諸
国
は
投
票
の
直
前
に
も
「
パ
レ

ス
チ
ナ
の
独
立
国
の
政
府
は
、
連
邦
的
基
盤
を
構
成
す
る
も
の
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
提
案
を
ま
と
め
た
が
、
こ
れ
は
国
連

総
会
で
覚
書
と
し
て
配
ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
審
議
に
は
か
け
ら
れ
な
か
っ
）
66
（

た
。
結
局
、
特
別
委
員
会
の
多
数
派
案
に
修
正
を
加
え
た
次

の
決
議
案
が
審
議
に
か
け
ら
れ
、
賛
成
三
三
票
（
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
な
ど
）、
反
対
一
三
票
（
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム

諸
国
な
ど
）、
棄
権
一
〇
票
（
イ
ギ
リ
ス
な
ど
）
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
、
国
連
総
会
決
議
一
八
一
号
と
な
っ
た
。

パ
レ
ス
チ
ナ
の
委
任
統
治
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
一
九
四
八
年
八
月
一
日
ま
で
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。﹇
…
﹈
遅
く
と
も
一
九

四
八
年
一
〇
月
一
日
ま
で
に
、
独
立
し
た
ア
ラ
ブ
人
国
家
と
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
、
お
よ
び
エ
ル
サ
レ
ム
市
特
別
国
際
管
理
地
区
が
﹇
…
﹈
パ
レ
ス
チ
ナ
に

出
現
す
る
も
の
と
す
）
67
（
る
。

　
国
連
総
会
に
出
席
し
て
い
た
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
は
、
投
票
行
動
の
前
に
駐
国
連
ア
メ
リ
カ
大
使
か
ら
「
分
割
案
を
支
持
し
な
い
」
と
の
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口
約
束
を
得
て
お
り
、
そ
れ
を
他
の
ア
ラ
ブ
諸
国
の
大
使
に
も
伝
え
て
い
）
68
（
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
分
割
案
を
支
持
し
、

王
子
の
面
子
は
潰
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
決
議
が
採
択
さ
れ
た
直
後
の
国
連
演
説
で
、「
今
日
の
決
議
が
（
人
権
を
尊
重
す
る
）
国
連

憲
章
を
破
壊
し
た
こ
と
を
残
念
に
思
う
﹇
…
﹈
こ
の
歴
史
的
な
機
会
に
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
政
府
は
今
日
の
国
連
総
会
決
議
の
決
定
に
拘

束
さ
れ
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
い
」
と
述
べ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
を
痛
烈
に
批
判
し
）
69
（
た
。
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
は
、
ア
メ
リ
カ
が
他
国

の
大
使
に
分
割
決
議
案
を
支
持
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
て
い
た
と
信
じ
て
い
）
70
（

た
。
後
日
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
は
チ
ャ
イ
ル
ズ
米
公
使
（J. 

Childs

）
に
、「
も
し
私
が
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
（
こ
と
が
で
き
る
）
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ

て
い
た
」
と
ま
で
語
っ
）
71
（

た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
対
応
は
よ
り
冷
静
な
も
の
で
あ
っ
た
。
国
王
は
国
連
総
会
決
議
採
択

か
ら
数
日
経
っ
た
一
九
四
七
年
一
二
月
三
日
に
チ
ャ
イ
ル
ズ
公
使
を
呼
び
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
が
パ
レ
ス
チ
ナ
に
関
し
て
ア
ラ
ブ
世
界
に
と
っ
て
最
も
不
快
な
決
断
を
下
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
過
去
の
こ
と
で
す
。﹇
…
﹈
我
々
は

パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
で
か
な
り
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
両
者
の
共
通
の
利
益
は
存
在
し
ま
す
。﹇
…
﹈
他
の
ア
ラ
ブ
諸
国
は
私
に
圧
力
を
か
け
て
く
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を
め
ぐ
っ
て
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
が
西
側
諸
国
と
紛
争
状
態
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹇
…
﹈
私
に
と
っ

て
死
活
的
に
重
要
な
問
題
は
、
イ
ラ
ク
や
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
の
（
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
対
す
る
）
侵
攻
に
抵
抗
す
る
上
で
、
は
た
し
て
ア
メ
リ
カ

の
援
助
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
）
72
（
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
ア
メ
リ
カ
に
安
全
保
障
上
ど
こ
ま
で
頼
る
こ
と
が
で
き
る
か
探
ろ
う
と
し
て
お
り
、
パ

レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
へ
の
反
発
を
執
拗
に
繰
り
返
し
た
り
し
な
か
っ
た
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
、
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
へ

の
賛
成
に
よ
っ
て
ア
ラ
ブ
諸
国
か
ら
の
信
頼
を
失
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
も
た
ら
す
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
一
九
四
七
年
一
二
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月
五
日
に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
（
と
そ
こ
に
生
ま
れ
る
可
能
性
の
あ
る
国
）
へ
の
武
器
輸
出
を
禁
止
す
る
声
明
を
出
し
）
73
（
た
。

　
ア
ラ
ブ
諸
国
の
民
衆
は
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
に
強
く
反
発
し
）
74
（

た
。
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
、
国
内
で
パ
レ
ス
チ
ナ
を
支

持
す
る
デ
モ
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
）
75
（
ず
、
そ
の
代
わ
り
、
国
民
が
経
済
的
に
パ
レ
ス
チ
ナ
を
支
援
す
る
よ
う
促
し
た
。
ア
ブ
ド
ゥ
ル

ア
ジ
ー
ズ
国
王
の
次
男
で
、
側
近
の
一
人
で
あ
る
サ
ウ
ー
ド
王
子
が
長
を
務
め
る
団
体
が
、
一
九
四
七
年
一
一
月
の
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
分

割
決
議
の
採
択
以
来
、
マ
ッ
カ
、
マ
デ
ィ
ー
ナ
、
リ
ヤ
ド
、
ジ
ッ
ダ
な
ど
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
各
地
で
募
金
活
動
を
開
始
し
、
総
額
五

〇
〇
万
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
・
リ
ヤ
ル
の
資
金
を
パ
レ
ス
チ
ナ
防
衛
の
た
め
に
戦
う
者
の
武
器
購
入
の
資
金
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
連
盟
事
務

局
に
送
金
し
）
76
（

た
。
他
方
で
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
宗
教
的
権
威
で
あ
る
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ア
ー
ル
・
シ
ャ
イ
フ
（ʿA. Āl-Shaykh

）

師
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
パ
レ
ス
チ
ナ
を
救
出
す
る
た
め
に
ジ
ハ
ー
ド
（
聖
戦
）
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
、
サ
ウ

デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
各
地
か
ら
パ
レ
ス
チ
ナ
で
の
ジ
ハ
ー
ド
に
参
加
す
る
者
が
現
れ
）
77
（

た
。

　
ア
ラ
ブ
連
盟
も
、
こ
の
分
割
決
議
案
へ
の
対
応
を
協
議
す
る
た
め
、
一
九
四
七
年
一
二
月
八
日
か
ら
一
七
日
に
か
け
て
カ
イ
ロ
で
会
議

を
開
催
し
、「
カ
イ
ロ
に
集
ま
っ
た
各
国
の
首
脳
や
代
表
は
、
分
割
は
初
め
の
時
点
か
ら
無
効
で
あ
る
。﹇
…
﹈
国
連
で
さ
え
（
パ
レ
ス
チ

ナ
分
割
と
い
う
考
え
が
）
支
配
的
な
た
め
、
ア
ラ
ブ
人
は
戦
闘
に
参
加
す
る
こ
と
を
固
く
決
心
し
た
」
と
い
う
声
明
を
発
表
し
）
78
（
た
。
サ
ウ

デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
か
ら
は
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
が
こ
の
カ
イ
ロ
の
会
議
に
参
加
し
た
が
、
仮
に
こ
の
会
議
に
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
側
の
要
人
が

出
席
し
な
か
っ
た
ら
国
内
の
民
衆
は
政
府
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
た
だ
ろ
う
と
チ
ャ
イ
ル
ズ
公
使
は
観
測
し
）
79
（

た
。

　
こ
れ
ま
で
ア
ラ
ブ
連
盟
は
一
つ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
き
た
が
、
カ
イ
ロ
で
の
ア
ラ
ブ
連
盟
の
会
議
で

は
、
具
体
的
に
誰
を
首
班
と
し
た
政
府
を
作
る
の
か
と
い
う
点
で
合
意
に
達
せ
な
か
っ
た
。
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
と
イ
ラ
ク
は
、
エ
ジ
プ

ト
や
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
が
推
す
ア
ラ
ブ
高
等
委
員
会
の
フ
サ
イ
ニ
ー
議
長
を
首
班
と
し
た
統
一
政
府
の
設
立
に
反
対
す
る
よ
う
に

な
っ
）
80
（

た
。
ま
た
、
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
と
イ
ラ
ク
の
外
務
大
臣
が
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
「
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
断
ち
切
り
、
石
油

利
権
を
失
効
」
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
「
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
断
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ウ
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デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
利
益
に
逆
行
す
る
こ
と
を
行
う
理
由
は
な
い
」
と
述
べ
、
こ
れ
に
反
対
し
）
81
（
た
。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
は
、
中
東
で
操
業
す
る
ア
メ
リ
カ
企
業
の
活
動
に
も
微
妙
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
カ
イ
ロ
の
ア
ラ
ブ
連
盟
会
議

の
決
議
に
よ
っ
て
、
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
と
レ
バ
ノ
ン
に
お
け
る
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
建
設
計
画
は
一
時
的
に
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
西
欧

諸
国
に
よ
る
新
規
の
石
油
利
権
の
取
得
も
禁
じ
ら
）
82
（
れ
、
ま
た
一
九
四
八
年
一
月
に
は
ア
メ
リ
カ
の
企
業
が
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
け
る

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
敷
設
を
自
主
的
に
一
時
停
止
し
た
。

五
　
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
と
第
一
次
中
東
戦
争
、
一
九
四
八
年

　
一
九
四
八
年
四
月
九
日
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
デ
イ
ル
・
ヤ
ー
ス
ィ
ー
ン
村
で
ア
ラ
ブ
人
の
村
民
が
虐
殺
さ
れ
、
多
数
の
ア
ラ
ブ
人
避
難
民

が
発
生
し
た
。
一
九
四
八
年
五
月
一
四
日
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
の
パ
レ
ス
チ
ナ
か
ら
の
撤
退
が
完
了
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
指
導
者
の
ベ
ン
グ
リ 

オ
ン
（D. Ben-G

urion

）
は
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ラ
ブ
諸
国
が
五
月
一
四
日
の
深
夜
か
ら
一
五
日
に
か
け

て
一
斉
に
パ
レ
ス
チ
ナ
に
進
軍
し
、
第
一
次
中
東
戦
争
が
勃
発
し
た
。
こ
の
時
、
ア
ラ
ブ
連
盟
事
務
総
長
は
国
連
事
務
総
長
宛
て
に
「
パ

レ
ス
チ
ナ
問
題
へ
の
唯
一
の
公
平
か
つ
正
当
な
解
決
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
合
衆
国
を
建
国
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
電
報
を
送
り
、
こ
の

時
点
に
お
い
て
も
な
お
ア
ラ
ブ
連
盟
と
し
て
は
一
つ
の
国
家
と
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
が
独
立
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
）
83
（

た
。

　
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
と
イ
ラ
ク
は
パ
レ
ス
チ
ナ
中
央
部
に
、
エ
ジ
プ
ト
は
パ
レ
ス
チ
ナ
南
部
に
、
シ
リ
ア
と
レ
バ
ノ
ン
は
パ
レ
ス
チ
ナ

北
部
に
侵
入
し
）
84
（

た
。
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
軍
は
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
領
を
通
過
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
ま
ず
エ
ジ
プ
ト
に
部
隊
を
空
輸
し
、

エ
ジ
プ
ト
軍
指
揮
の
も
と
パ
レ
ス
チ
ナ
南
部
で
の
戦
闘
に
参
加
し
）
85
（
た
。
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
側
の
資
料
に
よ
る
と
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア

軍
は
ガ
ザ
で
七
日
間
に
渡
っ
て
敵
と
交
戦
し
、
死
者
数
は
一
三
四
人
、
負
傷
者
数
は
二
九
人
に
上
っ
）
86
（

た
。
イ
ギ
リ
ス
外
交
官
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
軍
は
、
少
な
い
装
備
と
弾
薬
し
か
有
さ
ず
、
お
よ
そ
現
代
戦
を
戦
う
た
め
の
訓
練
は
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
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か
っ
）
87
（
た
。

　
一
九
四
八
年
六
月
一
一
日
か
ら
七
月
八
日
ま
で
の
期
間
は
第
一
次
停
戦
と
な
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
こ
の
停
戦
期
間
中
に
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ

キ
ア
か
ら
多
量
の
兵
器
を
輸
入
し
た
。
他
方
で
、
シ
リ
ア
の
ク
ワ
ト
リ
ー
（Sh. al-Q

uw
atlī

）
大
統
領
は
停
戦
期
間
中
に
大
統
領
府
長
官

を
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
派
遣
し
、
ア
ラ
ム
コ
に
対
し
て
懲
罰
的
な
措
置
を
取
る
よ
う
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
を
説
得
し
）
88
（
た
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
独
立
を
支
持
し
た
ア
メ
リ
カ
に
懲
罰
を
与
え
よ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王

は
「
石
油
は
神
か
ら
の
贈
り
物
で
す
。
シ
ュ
ク
リ
ー
（
・
ク
ワ
ト
リ
ー
大
統
領
）
に
『
私
に
愛
国
主
義
（watanīyah

）
に
つ
い
て
教
え
る

な
』
と
言
っ
て
下
さ
い
。
経
済
的
に
豊
か
な
方
が
貧
し
い
よ
り
も
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
取
り
組
む
上
で
良
い
の
で
す
」
と
述
べ
、
シ
リ
ア

の
要
求
を
は
ね
の
け
）
89
（
た
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
長
年
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
国
王
と
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア

ジ
ー
ズ
国
王
の
会
談
が
一
九
四
八
年
六
月
二
八
日
に
リ
ヤ
ド
で
実
現
し
）
90
（

た
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
を
一
早
く
承
認
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
、
報
復
と
し
て
そ
の
石
油
利
権
に
対
し
て
制
裁
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議

論
が
ア
ラ
ブ
世
界
の
一
部
で
起
こ
っ
た
。
ア
ラ
ム
コ
社
員
か
ら
ア
ラ
ム
コ
副
社
長
宛
て
に
送
ら
れ
た
報
告
に
よ
れ
ば
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア

ジ
ー
ズ
国
王
は
制
裁
を
求
め
る
ア
ラ
ブ
世
論
が
あ
ま
り
に
も
強
か
っ
た
た
め
に
「
一
定
の
条
件
下
で
は
ア
メ
リ
カ
の
石
油
利
権
に
対
し
て

制
裁
を
課
す
」
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
へ
の
武
器
の
輸
出
の
許
可
」
が
そ
う
い
っ

た
環
境
を
作
り
出
す
だ
ろ
う
と
述
べ
た
）
91
（
が
、
ア
メ
リ
カ
は
一
九
四
七
年
一
二
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
武
器
禁
輸
政
策
を
変
え
な
か
っ
）
92
（
た
。

サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
抵
抗
の
形
を
示
す
た
め
に
ア
メ
リ
カ
輸
出
入
銀
行
の
融
資
の
受
け
取
り
の
一
部
を
取
り
止
め
）
93
（

た
。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
が
戦
火
に
包
ま
れ
る
中
、
ザ
フ
ラ
ー
ン
飛
行
場
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
と
の
借
用
契
約
が
一
九
四
九
年
三
月
一
五
日
に
期
限

を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
）
94
（
た
。
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
当
初
の
予
定
通
り
三
年
間
更
新
す
る
場
合
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
が
ア
メ
リ

カ
の
手
先
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
周
辺
国
に
与
え
か
ね
な
い
と
考
え
、
単
年
度
毎
に
飛
行
場
使
用
の
権
利
を
更
新
す
る
と
い
う
案
を
ア
メ

リ
カ
に
提
案
し
、
こ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
）
95
（
た
。
他
方
で
経
済
面
で
は
、
第
一
次
中
東
戦
争
中
も
ア
ラ
ム
コ
の
原
油
生
産
量
は
増
加
し
、
サ
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ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
政
府
へ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ

の
額
は
戦
争
中
に
わ
ず
か
に
落
ち
込
ん
だ
も

の
の
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
加
し
続
け
た
（
表

1
）。
そ
し
て
一
九
四
九
年
三
月
に
は
駐
サ

ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
公
使
館
が
大
使
館
に
格
上

げ
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を

め
ぐ
る
意
見
の
相
違
と
は
裏
腹
に
、
軍
事
・

経
済
・
外
交
の
面
に
お
い
て
両
国
間
関
係
は

概
ね
発
展
し
て
い
っ
た
。

　
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
軍
も
加
わ
っ
た
エ
ジ

プ
ト
軍
は
、
ネ
ゲ
ブ
砂
漠
を
め
ぐ
っ
て
イ
ス

ラ
エ
ル
国
防
軍
と
戦
闘
を
繰
り
広
げ
た
が

徐
々
に
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
一
九
四
八

年
一
〇
月
以
降
そ
の
占
領
地
域
は
ガ
ザ
地
区

だ
け
と
な
っ
た
。
第
一
次
中
東
戦
争
も
終
わ

り
に
差
し
掛
か
っ
た
一
九
四
八
年
一
二
月
に
、

国
連
総
会
は
決
議
一
九
四
号
を
採
択
し
、

「
故
郷
へ
戻
る
こ
と
を
希
望
す
る
難
民
は
、

実
施
可
能
な
最
も
早
い
日
付
に
そ
う
で
き
る

表１　アラムコの活動の拡大

ロイヤルティ 原油生産量 職員数

百万米ドル 千バレル／日 人

1938 年 0 1 3,085

1939 年 3.2 11 3,641

1940 年 2.5 14 3,050

1941 年 2.0 12 1,853

1942 年 2.0 12 1,825

1943 年 2.0 13 2,882

1944 年 2.5 21 9,060

1945 年 5.0 58 9,940

1946 年 12.5 164 9,091

1947 年 17.5 246 16,247

1948 年 50.8 390 18,656

1949 年 39.0 477 15,504

1950 年 56.7 547 16,862

（注）1944 年までの社名はカソック。
（出所 ）Irvine H Anderson, ARAMCO, The United States and 

Saudi Arabia: a Study of the Dynamics of Foreign Oil Policy, 
1933-1950 （Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1981）, pp. 117, 120, 121. を元に筆者作成。
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よ
う
許
可
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
決
議
す
）
96
（
る
」
と
し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
の
帰
還
を
促
し
た
が
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
ア
ラ
ブ
・
イ

ス
ラ
ー
ム
諸
国
は
こ
れ
に
反
対
票
を
投
じ
た
。
一
九
四
九
年
二
月
に
エ
ジ
プ
ト
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
休
戦
協
定
に
署
名
し
、
一
九
四
九
年
四

月
三
日
に
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
が
休
戦
し
た
こ
と
を
受
け
、
イ
ラ
ク
軍
は
そ
の
占
領
地
を
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
に
譲
っ
た
。

レ
バ
ノ
ン
、
シ
リ
ア
も
そ
れ
ぞ
れ
一
九
四
九
年
三
月
二
三
日
と
七
月
二
〇
日
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
休
戦
条
約
を
結
ん
だ
。
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ

ア
と
イ
ラ
ク
は
、
休
戦
協
定
を
結
ぶ
代
わ
り
に
、
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
調
停
官
に
戦
う
意
思
の
な
い
こ
と
を
伝
え
、
第
一
次
中
東
戦
争
は
終

結
し
た
。

六
　
お
わ
り
に

　
本
稿
の
分
析
に
よ
っ
て
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
が
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
に
至
る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
重
大
局
面

で
、
ど
の
よ
う
な
パ
レ
ス
チ
ナ
観
を
有
し
て
い
た
か
と
い
う
点
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
に
と
っ
て

パ
レ
ス
チ
ナ
と
は
紛
れ
も
な
く
ア
ラ
ブ
の
土
地
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
歴
史
上
ア
ラ
ブ
人
が
パ
レ
ス
チ
ナ
を
統
治
し
た
期
間
が
、
ユ

ダ
ヤ
人
が
そ
こ
を
統
治
し
た
期
間
よ
り
も
長
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
国
王
は
、
確
か
に
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
人
道
的
支
援
そ
の
も

の
に
は
理
解
を
示
し
た
が
、
そ
れ
が
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
人
に
害
を
与
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
断
固
と
し
て
反
対
し
た
。
そ
の
背
景
に

は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
よ
う
な
狭
い
土
地
だ
け
が
、
な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
み
出
し
た
問
題
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い

う
思
い
が
あ
っ
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
移
民
を
推
進
し
た
ア
メ
リ
カ
は
当
時
自
国
へ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
流
入
に
制
限
を
か
け
て
お
り
、
な
ぜ

ア
ラ
ブ
の
土
地
で
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
に
ば
か
り
ユ
ダ
ヤ
人
の
流
入
を
押
し
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
苛
立
ち
が
あ
っ
た
。

　
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
外
交
政
策
は
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
以
外
に
外
務
大
臣
で
あ
る
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
も
重
要
な
役
回
り
を
演

じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
が
一
九
四
六
年
一
〇
月
の
ヨ
ー
ム
・
キ
ッ
プ
ー
ル
演
説
で
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
建
設
に
支
持
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を
表
明
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
と
し
て
も
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
国
家
案
の
代
案
を
提
示
す
る
必
要
が
生
ま
れ
た
。
そ

こ
で
、
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
は
、
一
九
四
六
年
一
二
月
の
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
と
の
会
談
に
お
い
て
、
ア
ラ
ブ
諸
国
は
パ
レ
ス
チ
ナ
が
一
つ

の
国
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
を
望
む
と
述
べ
、
当
時
の
状
況
で
は
多
数
派
を
占
め
た
ア
ラ
ブ
人
が
新
生
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
を
主
導
す
る
よ

う
な
国
家
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
が
去
る
ま
で
の
間
は
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
制
限
し
た
「
一
九
三
九
年
白

書
」
の
枠
組
み
を
維
持
し
、
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
人
口
バ
ラ
ン
ス
を
変
化
さ
せ
な
い
よ
う
働
き
か
け
た
。

　
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
の
ア
メ
リ
カ
の
親
シ
オ
ニ
ス
ト
政
策
へ
の
最
も
大
き
な
反
発
が
見
ら
れ
た
の
は
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決

議
の
一
カ
月
前
の
一
九
四
七
年
一
〇
月
三
〇
日
に
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
へ
送
ら
れ
た
書
簡
で
あ
り
、
そ
こ
で
国
王
は
ア
メ
リ
カ
が
シ
オ
ニ

ス
ト
を
支
持
し
た
場
合
に
は
「
ア
メ
リ
カ
の
利
権
」
に
「
致
命
的
打
撃
」
が
及
ぶ
だ
ろ
う
と
警
告
し
た
。
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
ア
メ
リ

カ
の
親
シ
オ
ニ
ス
ト
政
策
が
ア
メ
リ
カ
の
石
油
利
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
複
数
回
匂
わ
せ
て
い
た
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
と
は
異
な
り
、

ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
が
石
油
利
権
へ
の
打
撃
を
想
起
さ
せ
る
表
現
を
用
い
た
の
は
こ
の
時
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
他
方
で
、
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
が
最
も
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に
落
胆
す
る
の
は
、
一
九
四
七
年
の
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
で
ア
メ
リ
カ

が
賛
成
票
を
投
じ
た
時
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
国
王
の
反
応
は
王
子
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た
。
こ
の
両
者
の
ア
メ
リ
カ
の
対
シ
オ
ニ

ス
ト
政
策
の
認
識
の
差
は
部
分
的
に
は
両
者
の
個
性
に
も
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
九
〇
二
年
に
リ
ヤ
ド
を
奪
還
し
、
ゼ
ロ
か
ら
現
代
サ

ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
の
基
礎
を
築
い
た
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
、
極
め
て
現
実
主
義
的
で
あ
り
、
自
国
の
領
土
保
全
を
第
一
に

掲
げ
る
指
導
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
若
干
一
四
歳
で
パ
リ
講
和
会
議
に
参
加
し
、
三
〇
代
で
外
務
大
臣
に
な
っ
た
フ
ァ
イ
サ
ル
王

子
は
、
よ
り
国
際
的
な
問
題
に
早
く
か
ら
関
心
を
持
っ
た
。
そ
ん
な
彼
に
と
っ
て
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
は
心
血
を
注
ぐ
に
値
す
る
問
題
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
は
ア
ラ
ブ
民
族
全
体
の
問
題
で
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
対
す
る
志
向
性
（
カ
ウ

ミ
ー
ヤ
）
と
一
国
の
利
益
を
重
視
す
る
要
素
（
ワ
タ
ニ
ー
ヤ
）
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
た
の
に
対
し
、
当
時
の
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
は
や
や
も
す

る
と
カ
ウ
ミ
ー
ヤ
に
傾
倒
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
の
ア
メ
リ
カ
の
親
シ
オ
ニ
ス
ト
政
策
へ
の
強
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い
反
発
が
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
最
高
政
策
決
定
者
で
あ
る
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
の
政
策
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
形
跡
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
。

　
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
八
年
に
か
け
て
の
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
は
、
全
て
ア
メ
リ
カ
の
親
シ
オ
ニ
ス
ト
政
策
に

対
し
て
後
手
に
回
り
、
そ
れ
は
当
時
の
力
関
係
か
ら
言
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
表
明
さ
れ
た
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国

王
や
フ
ァ
イ
サ
ル
王
子
の
パ
レ
ス
チ
ナ
認
識
は
、
そ
の
後
の
中
東
戦
争
、
と
り
わ
け
第
四
次
中
東
戦
争
時
の
ア
ラ
ブ
の
石
油
戦
略
形
成
に

対
す
る
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
態
度
形
成
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
だ
ろ
う
。

〔
付
記
〕
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（「
特
別
研
究
員
奨
励
費
」
課
題
番
号12J04846

）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）  

「
シ
オ
ン
の
丘
」
の
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
に
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
運
動
を
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
言
い
、
そ
れ
を
推
進
す
る
運
動
家
の

こ
と
を
シ
オ
ニ
ス
ト
と
言
う
。
シ
オ
ニ
ズ
ム
が
現
れ
た
の
は
一
九
世
紀
後
半
で
あ
り
、
一
八
九
六
年
の
ヘ
ル
ツ
ル
（T. H

erzl

）
の
著
作
『
ユ
ダ

ヤ
人
国
家
』
の
出
版
や
、
翌
年
の
世
界
シ
オ
ニ
ス
ト
機
構
の
設
立
な
ど
を
契
機
に
政
治
運
動
と
し
て
発
展
し
て
い
く
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
一

九
一
七
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
バ
ル
フ
ォ
ア
（A. Balfour
）
外
相
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
民
族
的
郷
土
」（N

ational H
om

e

）
を
建

設
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
シ
オ
ニ
ス
ト
の
間
で
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
建
設
の
期
待
が
高
ま
っ
た
。

（
2
）  

ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
は
ア
チ
ソ
ン
（D. Acheson

）
国
務
次
官
や
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
（J. Forrestal

）
国
防
長
官
な
ど
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
の
建
設
に

反
対
し
た
人
物
も
多
く
い
た
。Steven L. Spiegel, The O

ther A
rab-Israeli Conflict: M

aking A
m
erica

’s M
iddle East Policy, from

 
Trum

an to Reagan （The U
niversity of Chicago Press, 1985

）, p. 17.

（
3
）  

親
シ
オ
ニ
ス
ト
（pro-Zionist

）
と
い
う
表
現
は
例
え
ば
次
の
研
究
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。Spiegel, The O

ther A
rab-Israeli Conflict,  

p. 16; G
eorge Lenczow

ski, A
m
erican Presidents and the M

iddle East  （D
urham

, N.C.: D
urham

 U
niversity Press, 1990

）, p. 30.

（
4
）  D

avid Long, The U
nited States and Saudi A

rabia: A
m
bivalent A

llies （Boulder: W
estview

 Press, 1985

）, p. 107.

（
5
）  

イ
ス
ラ
ー
ム
の
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
血
筋
を
引
き
、
代
々
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
地
マ
ッ
カ
を
治
め
て
き
た
家
系
。
一
九
二
五
年
に
サ
ウ
デ
ィ
ア



サウディアラビアのパレスチナ政策とアメリカ

187

ラ
ビ
ア
に
よ
っ
て
マ
ッ
カ
の
あ
る
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
地
方
か
ら
追
放
さ
れ
た
。

（
6
）  M

adaw
i Al-Rasheed, 

“Saudi Arabia and the 1948 Palestine W
ar: Beyond O

fficial H
istory,

” in Eugene L. Rogan and Avi  
Shlaim

 （ed.

）, The W
ar for Palestine: Rewriting the H

istory of 1948 （Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2007

）, pp. 242 -
243.

（
7
）  M

aurice Labelle, 

““The O
nly Thorn

”: Early Saudi-Am
erican Relations and the Q

uestion of Palestine, 1945 -1949,

” Diplo-
m
atic H

istory （M
arch 2011

）, pp. 257 -259.

（
8
）  D

aniel Yergin, The Prize: The Epic Q
uest for O

il, M
oney, and Power （N

ew
 York: Free Press, 2008

）, p. 408.

（
9
）  

サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
公
文
書
館
に
あ
た
る
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
館
（D

ārat al-M
alik ʿAbd Al- ʿAzīz

）
は
、
二
〇
〇
一
年
に
サ
ウ

デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
対
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
に
関
す
る
公
文
書
集
を
出
版
し
、
こ
の
増
補
版
が
二
〇
〇
六
年
に
書
名
を
変
え
て
出
版
さ
れ
た
。
本
稿
で

は
主
に
後
者
を
使
用
す
る
。
ま
た
、
リ
ヤ
ド
に
あ
る
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
館
の
文
書
セ
ン
タ
ー
で
得
た
外
交
文
書
の
写
し
も
用
い
た
。

D
ārat al-M

alik ʿA
bd al- ʿA

zīz 

（ed.

）, al-M
am

lakah al- ʿA
rabīyah al-Su ʿūdīyah w

a Filas ṭīn: Bu ḥūth w
a D

irāsāt. Vol. 5, al-
W

athā ʿiq

（『
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
と
パ
レ
ス
チ
ナ
、
研
究
』
第
五
巻
、
文
書
集
） （Riyadh: D

ārat al-M
alik ʿAbd al- ʿAzīz, 2006

）.

（
10
）  

例
え
ば
、ʿAbd al-Fattā ḥ Ḥ

asan Abū ʿAlīyah w
a Rafīq Sākir al-N

atshah, al-M
am

lakah al- ʿA
rabīyah al-Su ʿūdīyah wa Q

a ḍīyat 
Filas ṭīn 

（『
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
と
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
』）（Riyadh, 1999

）, D
ārat al-M

alik ʿAbd al- ʿAzīz 

（ed.

）, al-M
am

lakah al-
ʿA

rabīyah al-Su ʿūdīyah wa Filas ṭīn: Bu ḥūth wa D
irāsāt 

（『
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
と
パ
レ
ス
チ
ナ
、
研
究
』）Vol. 1 -3 

（Riyadh: 
D
ārat al-M

alik ʿAbd al- ʿAzīz, 2006

）
な
ど
。

（
11
）  

パ
レ
ス
チ
ナ
と
い
う
土
地
を
め
ぐ
る
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
争
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
イ
ギ
リ
ス
委
任
統
治
下
の
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
、

一
九
二
九
年
八
月
に
い
わ
ゆ
る
「
嘆
き
の
壁
事
件
」
が
、
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
三
九
年
に
か
け
て
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
ア
ラ
ブ
人
の
反
乱
が

発
生
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
先
住
の
ア
ラ
ブ
人
と
の
間
で
対
立
が
深
ま
っ
て
い
た
。

（
12
）  Abdal-Rahm

an Ibn N
asir A. Al-Anqari, The Palestine Issue in Saudi A

rabia Foreign Policy: 1936 -1981, Ph.D
 Thesis, the 

U
niversity of Exeter, 1989, p. 154.

（
13
）  

一
九
三
六
年
四
月
に
委
任
統
治
政
府
に
対
し
て
ゼ
ネ
ス
ト
を
宣
言
し
た
時
に
設
立
さ
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
人
に
よ
る
組
織
。

（
14
）  Ṣabrī Fāli ḥ Al- Ḥ

am
dī, al-M

ustashārūna al- ʿA
rab wa al-Siyāsah al-Khārijīyah al-Su ʿūdiyah khilāl Ḥ

ukm
 al-M

alik ʿA
bd al-

ʿA
zīz bin Su ʿūd (1915 -1953) （『

ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
治
世
下
に
お
け
る
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
対
外
政
策
と
ア
ラ
ブ
人
顧
問
（
一
九
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一
五
年
―
一
九
五
三
年
）』） （London: D

ār al- Ḥ
ikm

ah, 2011

）, p. 143.

（
15
）  

奈
良
本
英
佑
「
ユ
ダ
ヤ
難
民
問
題
と
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
：
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
策
―
一
九
三
八
年
三
月
―
一
九
三
九
年
一
月
」『
日
本
中
東

学
会
年
報
』
第
八
巻
、
一
九
九
三
年
、
二
二
六
頁
。

（
16
）  
ア
メ
リ
カ
は
一
九
三
一
年
に
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
を
承
認
し
、
一
九
四
二
年
に
公
使
館
を
同
国
西
部
の
ジ
ッ
ダ
に
開
設
し
た
。

（
17
）  Colonel W

illiam
 E. Eddy to U

S State D
epartm

ent, 1 February 1945, in U.S. D
epartm

ent of States 

（U
SD

S

）, Foreign Rela-
tions of the U

nited States (FRU
S), Vol. V

III, pp. 680 -683.

（
18
）  Rachel Bronson, Thicker than O

il: A
m
erica

’s U
neasy Partnership with Saudi A

rabia 

（N
ew

 York: O
xford U

niversity Press, 
2006

）, pp. 36 -37.

（
19
）  

日
本
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
協
会
『
ア
ブ
ド
ル
ア
ジ
ー
ズ
王
の
生
涯
』
日
本
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
協
会
、
一
九
九
九
年
、
九
〇
頁
。

（
20
）  W

illiam
 Eddy, F.D.R. M

eets Ibn Saud （W
ashington D.C.: Am

erica-M
ideast Educational &

 Training Service, 1954

）, p. 33.

（
21
）  Labelle, 

““The O
nly Thorn

”,” pp. 259 -260.

（
22
）  Eddy, F.D.R. M

eets Ibn Saud, pp. 32 -34.

（
23
）  

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
帰
国
後
の
三
月
一
日
に
下
院
で
、「
私
は
、
ム
ス
リ
ム
の
問
題
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
に
つ
い
て
、
二
、
三
ダ
ー
ス

の
手
紙
の
や
り
取
り
よ
り
も
、
イ
ブ
ン
・
サ
ウ
ー
ド
（
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
）
と
の
五
分
間
の
会
話
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
こ
と
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
た
」
と
語
っ
た
。Long, The U

.S. and Saudi A
rabia, p. 106.

（
24
）  Eddy, F.D.R. M

eets Ibn Saud, pp. 33 -34.

（
25
）  M

in ʿAbd al- ʿAzīz bin ʿAbd al-Ra ḥm
an al-Fay ṣal āl Su ʿūd ilā Ḥ

a ḍrah Ṣā ḥib al-Fakhām
at al-M

ustar Rūzfilt, 10 M
āris 1945, 

M
arkaz al-W

athā ʾiq w
a al-M

akh ṭū ṭāt, D
ārat al-M

alik ʿAbd Al- ʿAzīz, al-Riyā ḍ, al-M
am

lakah al- ʿArabīyah al-Su ʿūdīyah 

（
ア
ブ

ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ラ
フ
マ
ン
・
ア
ル
・
フ
ァ
イ
サ
ル
・
ア
ー
ル
・
サ
ウ
ー
ド
か
ら
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
閣
下
へ
、
一
九
四
五
年
三
月

一
〇
日
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
、
リ
ヤ
ド
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
館
、
文
書
写
本
セ
ン
タ
ー
）, pp. 1 -6. 

読
解
に
際
し
て
は
次
の
英
訳
も

参
考
に
し
た
。
“From

 Abdul Aziz bin Abdur Rahm
an al Faisal Al Saud to H

is Excellency M
r. Roosevelt, President of the U

nited 
States of Am

erica,

” in Jane Priestland 

（ed.

）, U
nited States Presidential Papers Concerning Saudi A

rabia 1941 -1962 

（Slough, 
U
K: Archive Editions, 1997

）, pp. 126 -127.

（
26
）  President Roosevelt to the King of Saudi Arabia 

（Abdul Aziz ibn Saud
）, 5 April 1945, in U

SD
S, FRU

S 1945, Vol. V
III,  
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p. 698.

（
27
）  

奈
良
本
英
佑
『
パ
レ
ス
チ
ナ
の
歴
史
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
四
頁
。

（
28
）  Lenczow

ski, A
m
erican Presidents and the M

iddle East, p. 22.
（
29
）  H

arry Trum
an, M

em
oirs of H

arry S. Trum
an 1946 -52, Years of Trial and H

ope, Vol. II. 

（N
ew

 York: D
a Capo Press, 1986

）, 
p. 135.

（
30
）  H

arry Trum
an, 

“The President

’s N
ew

s Conference,

” 16 August 1945. O
nline by G

erhard Peters and John T. W
oolley, The 

Am
erican Presidency Project. http://w

w
w.presidency.ucsb.edu/w

s/?pid=12389. （accessed on 8 February 2014

）.

（
31
）  

「
マ
ル
コ
ム
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
白
書
」
と
も
呼
ば
れ
、「
五
年
間
に
計
七
万
五
〇
〇
〇
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
を
パ
レ
ス
チ
ナ
に
受
け
入
れ
る
。
五

年
経
過
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
受
け
入
れ
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
人
が
同
意
し
た
場
合
の
み
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
を
定
め
、
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
の

数
に
一
定
の
制
限
を
課
し
た
。
奈
良
本
『
パ
レ
ス
チ
ナ
の
歴
史
』、
一
一
五
―
一
一
七
頁
。

（
32
）  

“Risālah M
alakīyah Sullim

at ilā al-Q
ā ʾim

 bi-A
ʿm

āl M
ufū ḍīyah al-W

ilāyāt al-M
utta ḥidah al-Am

rīkīyah

” （「
在
ジ
ッ
ダ
米
公
使
館

の
担
当
者
へ
送
ら
れ
た
国
王
の
書
簡
」）, 23 August 1945, in D

ārat al-M
alik ʿAbd al- ʿAzīz, al-M

am
lakah al- ʿA

rabīyah al-Su ʿūdīyah, 
Vol. 5 （al-W

athā ʾiq

）, p. 610.

（
33
）  W

m
. Roger Louis, The British Em

pire in the M
iddle East, 1945 -1951 （U

K: Clarendon Press, 1984

）, p. 386.

（
34
）  Ritchie O

vendale, 

“The Palestine Policy of the British Labour G
overnm

ent 1945 -1946,

” International A
ffairs, Vol. 55, N

o. 3 

（July 1979

）, pp. 415, 419.

（
35
）  

野
村
真
理
「
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
―
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
Ｄ
Ｐ 

（D
isplaced Persons

）」
臼
杵
陽
監
修
、
赤
尾
光

春
・
早
尾
貴
紀
編
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シ
オ
ニ
ズ
ム
の
解
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：
現
代
ユ
ダ
ヤ
世
界
に
お
け
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
相
克
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
一
年
、

一
三
〇
頁
。

（
36
）  

匿
名
の
七
名
の
ア
ラ
ブ
人
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
対
し
て
ア
ラ
ブ
人
の
主
権
を
求
め
て
請
願
書
を
送
付
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
れ
に
対
す
る
イ
ギ

リ
ス
政
府
の
公
開
返
答
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
連
合
国
が
占
領
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
に
つ
い
て
は
、「
統
治
さ
れ
る
人
々
と
の
同
意
」
の
原

則
に
基
づ
い
て
将
来
の
政
府
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
“The D

eclaration to the Seven, June 1918,

” in John N
orton 

M
oore （ed.

）, The A
rab-Israeli Conflict, Vol. III: D

ocum
ents （Princeton U

niversity Press, 1974

）, pp. 35 -36.

（
37
）  

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
は
シ
リ
ア
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
い
て
「
原
住
民
」
に
よ
る
政
府
が
で
き
る
こ
と
を
支
援
す
る
と
い
う
内
容
。
“The 
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Anglo-French D
eclaration of N

ovem
ber 7, 1918,

” Ibid., pp. 37 -38.

（
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“Al-M
udhakkirah allatī Q
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at li-l-Lajnat al-Birī ṭāniyah al-Am

īrkīyah m
in Q
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alik fī Q

a ḍīyat Filas ṭīn,

” in 
U
m
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 al-Q
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英
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調
査
委
員
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に
提
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さ
れ
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パ
レ
ス
チ
ナ
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国
王
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ク
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マ
ッ
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（
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ittee of Inquiry: Recom
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” in W
alter Laqueur and 
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 D
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th ed. 

（Penguin Books, 
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史
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637 -638.

（
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）  

サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
宗
教
的
権
威
で
あ
る
シ
ャ
イ
フ
家
（Āl Shaykh

）
出
身
の
母
と
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ジ
ー
ズ
国
王
と
の
間
に
一
九
〇
六
年

に
生
ま
れ
た
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早
く
か
ら
国
王
に
そ
の
才
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認
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ら
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九
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和
会
議
に
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一
九
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九
年
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ロ
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議
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九
四
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コ
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サ
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デ
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ラ
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ラ
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ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
、
レ
バ
ノ
ン
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
、
イ
エ
メ
ン
の
七

カ
国
を
原
加
盟
国
に
、
カ
イ
ロ
を
本
部
に
設
立
さ
れ
た
ア
ラ
ブ
諸
国
の
地
域
機
構
。
設
立
の
背
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に
つ
い
て
は
次
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参
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“The 
League of Arab States: D

ebacle of a Regional Arrangem
ent,

” International O
rganization, Vol. 3, N

o. 4 
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ovem

ber 1949

）,  
p. 636.

（
44
）  

“Muqarrarāt M
u ʾtam

ar Inshā ṣ

” （29 M
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） in M
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irāsāt al-W
a ḥdhah al- ʿA

rabīyah, Q
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a al-
M
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āt, A

l-M
ashārī ʿu al-W

a ḥdīyah al- ʿA
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irāsāt al-W
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2009
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イ
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ャ
ー
ス
会
議
に
お
け
る
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事
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一
九
四
六
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五
月
二
九
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ア
ラ
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統
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、
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書
・
情
報
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門
編
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ア
ラ
ブ
統

合
イ
ニ
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ア
テ
ィ
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一
九
一
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年
―
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〇
九
年
（
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書
集
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ベ
イ
ル
ー
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：
ア
ラ
ブ
統
合
研
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、
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〇
〇
九
年
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（
45
）  

一
九
三
三
年
五
月
に
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
ス
レ
イ
マ
ー
ン
財
務
大
臣
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
会
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il 
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